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仕 様 書 

件   名 仕 様 書 番 号 

全天候映像記録装置賃貸借 

 

作成年月日 令和２年 ６月１１日 

改 正 

令和３年 ５月１０日 

令和 年  月   日 

作成部隊名 
西部方面総監部防衛部 

システム通信課 

 

１ 適用範囲 

 この仕様書は、全天候映像記録装置の賃貸借に関する事項について規定する。 

 

２ 件名 

全天候映像記録装置賃貸借 

 

３ 品目、数量及び仕様 

(1) 品目、数量 

   全天候型モバイルカメラ装置１０式（SDカード、付属品含む） 

予備バッテリー２０式  

(2) モバイルカメラ装置仕様 

  ア 寸法は、125mm×70mm×45mm以下で、重量は300g以下であること。  

  イ バッテリー内蔵で、4時間以上単体で稼動でき、ワンタッチで稼働できること。 

  ウ 本体のバッテリーを交換できること。 

  エ 単一筐体で可視映像及び赤外線（ナイトビジョン）の撮影に対応していること。 

  オ 暗闇での撮影時、一定の光量を下回る際に自動で赤外線映像（ナイトビジョン）の 

撮影に切り替わること。 

  カ 本体に取り付けたＳＤカードに映像・画像を100時間以上保存できること。 

  キ 温度は動作時－20℃～60℃、保管時－40℃～55℃に対応するものとする。 

  ク 災害時や荒天時にも使用できるよう防塵・防水規格のIP67に準じていること。 

  ケ モバイルカメラで映像の拡大が可能であること。 

 

４ 納入場所  

  陸上自衛隊 那覇駐屯地 第１５旅団司令部通信課 

※ 但し、担当職員の指示により、納入場所を変更する場合がある。 

 



２ 

 

５ 履行期間 

令和３年６月１日 ～ 令和４年３月３１日  

 

６ 検査  

検査職員による検査合格をもって履行完了とする。  

 

７  その他  

(1) 納入品は、初期設定、調整及び点検を終了したものであること。 

(2) 納入品には、製造者所定の取扱説明書を添付すること。 

(3) 故障が発生した場合は、速やかに代替器と交換するものとする。 

(4) 本件に関する窓口  

   西部方面総監部防衛部システム通信課 

   電話 ０９６－３２６８－５１１１（内 ２６５９）大塚 晃  

 

 


